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改正の理由

「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づく「建築物に係る工
ネル.ギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導す
べき基準」の一部が改正され、単位住戸に係る低炭素建築物新築等計画の認定が
廃止されたことに伴い、当該認定の申請等に係る手数料を廃止したい。

2 改正の内容

(1)これまでの経過

'エコまち法は、社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市におい
て発生していることから、都市の低炭素化を促進することを目的に平成24年12月
に施行された。

'国は、2050年力ーボンニュートラルをめざして、低炭素建築物の認定基準をより

高い水準(ZEH・Z耶※水準)に引き上げるため、エコまち法に基づく告示の改正を
令和 4年10月1日に行った。

・主な改正内,容は、以下の3項目であり、①と②にっいては、低炭素建築物の認定の

審査に関する項目であり、今回の条例改正には直接関係しない。まナこ、③にっいて

は、認定申請に係る共同住宅等や複合建築物の住戸単位での申請が廃止となり、住

棟単位での認,定に統一されたことに伴うものであり、この改正により手数料の項目
で使用しない箇所が生じることから今回見直すもの。

3

主な改正内容(R4.10.1)

①

②

認定基準の引き上げ

③

再生可能エネルギー利用設備の設置を要件化

認定申請単位の変更

※ZEH (ネツト・.ゼロ,エネノ.レギー・ノ.、ウス)、 ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー.ビル)は、
室内で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で
消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅(建築物)のこと

■低炭素建築物とは

建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素
化に資する措置が講じられている、市街化区域内に建築される建築物のこと。

・認定を受けることで税や住宅口ーンの優遇措置等を受けられるメリットがある。

ぐコ巨^



天井:高性能グラスウール
16K 168脚

冷暖房設備:高効率エアコン

外壁:高性能グラスウール
16K I05n棚

低炭素建築物(住宅)のイメー、

給湯設備:高効率給湯器

空調設備

高効率熱源機風量制御

低炭素建築物(非宅)のイメ

照明設備

LED照明

昼光利用制御

発電設備;太陽光発電パネル

照明設備:すべてLED

開口部(窓)

複唐ガラス(断熱サツシ)

【認定による

=1^二早^
,^,^,^^

床:高性能グラスウール
32K77mm

戸●^T電^

^、

遇措置(例)1

税制優遇(住宅)

所得税
居住年キ上げ居住年最は上げ(13年間) 額

65万円R4-R5年455^(^273万円)

R6-R7年4095万円(^0円峯)

炎R5年までに新築の建築磯認を受けた場合は182

登鯨免許税率引き下げ( R5年3月)

移転登記保存登記

(^03%)(^0.1596)

「ーーコ「ーーーー「「ーーーー^

発電設備

太陽光発電設備

「エコまち法に基づく低炭棄建築物の認定制廣の概要」(国士交通省)
Uta uke"tiku/bu'1d/'utekuke tiku hou$o tk oo0163.蹴mDガWWW.m1辻

【認定実績】H24年度からR4年9月末まで

共同住宅戸建住宅

40件
135件

(2棟、住戸単位)

昇降設備

省エネ型機器

複合建築物

0件

給湯設備

高効率給湯器

非住宅

容積率の不参入

低炭素化に資する設備(再生可能エネ
ルギーと連系した藷電池、コージエネレ

ーション設備等)1こついて、通常の建築

物の床面積を超える部分は、容積率算定

時の延べ面積に参入されません。

(1/20を限度)

0件



(2)法の改正概要(認定申請単位の変更)

・これまでの認定制度では、共同住宅等、複合建築物については、建築物全体(住棟

単位)、住戸のみ(住戸単位)の両方の認定が選択可能であった。

エコまち法の施行規則が改正され、認定基準がZEH・ZEB水準へ引き上げられた

ことから、これらと省エネ性能の評価方法を整合させる必要があること、また、

共同住宅等、複合建築物の認定に際し、再生可能エネルギー利用設備(太陽光パネ

ル等)の設置が要件となったため、評価が困難な住戸単位での認定が廃止され、

住棟単位での認定に統一された。

1認定申請単位が変更となります。共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止と
なり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定が可能となります。

建物全体<住宅部分全体>

国(非住宅部分全

囲 1槿芦'住戸目'1"

(3)条例の改正内容

・共同住宅等及ぴ複合建築物の認定申請手数料について、住戸単位を廃止し、住棟単位
に統一する。なお、今回の改正により手数料の変更はない。

尺注克

分

低炭素建築物新築等計画の認定手数料

区分

(ア)一戸て住宅の場合

(イ)共同住宅等又は複合

建築物の住戸の合

5

165,000

205,000

238,000

住戸

(イ)共同住宅等の住

体の場合

1件

計画の認定(建築確認の申出がない場合)

適合証の提出が有る適合証の提出が無い

場合 場合

5,000 39,000

(a)

共用部分が30or6以
内の

全
(D

(Ⅱ)

(Ⅲ)

^
^

1超

5以下

5超
10以下

(戸)

【削除】

15,000

20,000

28,000

共
用
部
分

戸
舮舮

舮
分

戸

舮

戸



(Ⅳ)

(V)

10超
25以下

25超

50以下

(Ⅵ》

(Ⅶ)

50超
100以下

(Ⅶ)

100 超

200 以下

(Ⅸ)

200 超
300 以下

40,000

共用告1#力 300 '邑

61,000

300超

0

用部分が 2,000 市
超5.000市以下の場

102,000

^
^

(ウ)複合建築物又は住宅
以外の用途を有するー

戸建て住宅の建築物全

体の場合

157,000

共用部分が5,000酢
超 10,ooorH以下の場

195,000

^

(a)の区分による

金額+20,000

283,000

208,000

e

共用部分が10,000市
超 25.000 市以L下の場

(a)の区分による

金額+詑,000

352,000

合

451,000

共用部分が25,000市

超の場合

(a)の区分による

金額+137,000

゛

566,000

703,000

(a)の区分による

金額十175,000

(a)の区分による

金額十詑,000

ノ

'

803,000

(a)の区分による

金額+198,000

(a)の区分による

金額+222,000

(エ)非住宅建築物の全体

の場合

(件)

(a)の区分による

金額+290,000

300 以内

(イ)+(エ)
一戸建て住宅の場合は

(ア)+(エ)

(a)の区分による
金額十371,000

(nl)

300 超

2,000 以内

(ヨ)の区分による

金額+453,000

10,000

2,000 超
5,000 以内

(イ)十(エ)
一戸建て住宅の場合は

(ア)十(エ)

30,000

278,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)しこついては
126,000

5,000 超

10,000 以内

92,000

444,000
外皮性蛇の基準を
適用しないもの

(工場等)1こついては
208,000

10,000 超
25,000 以内

147,000

6詑,000

外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)1こついては
324,000

25,000 超

185,000

フ75,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
416,000

1

232,000

913,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
497,000

6

1,042,000
外皮性能の墓準を
適用しないもの

(工場等)については
579,000



イ低炭素建築物新築等計画の変更認定手数料

(ア)一戸て住宅の

(イ)共同住宅等又は複合

建築物の住戸の場合

区分

1件

計画の認定(建築確認の申出がない場合)

適合証の提出が有る適合証の提出が無い

場合 合

2,500

日

共用部分が30orrl
以内の

(D I

(Ⅱ) 1超
5以下

(Ⅲ) 5超

10以下

(Ⅳ) 10超
25以下

(V) 25超

50以下

(Ⅵ) 50超

100以下

(Ⅶ) 1卯超
200以下

(Ⅷ) 2m超

300以下

(Ⅸ) 3卯超

(b)

共用部分が300市超
2,ooo rd以下の 合

(C)

共用部分が2,000酢
超5,00OM以下の

(戸)

(イ)共同住宅等の住

棟全体の合

【削除】

12,500

15,000

19,000

25,000

35,500

56,000

83,500

102,500

109,000

(a)の区分による

金額+20,000

(日)の区分による

金額+82,000

19,500

145,500

165,500

182,000

204,500

239,000

288,500

346,000

414,500

464,500

(a)の区分による

金額+82,000

(ヨ)の区分による

金額゛198,000

口

(d)

共用部分が5,000市
超 10,000 「"以下の

(イ)+(エ)
一戸て住宅の合は

(ア)+(エ)

(ウ)合建築物又は住宅
以外の用途を有するー

戸て住宅の建築物全
体の場合

^

(e)

共用部分が10,000州
超 25,ooo n{以下の
合

(f)

共用部分が25,000酢
超の口

(a)の区分による

金額+137,000

(a)の区分による

金額+175,000

(a)の区分による

金額+222,000

(a)の区分による

金額+290,000

(件)

(a)の区分による

金額+371,000

(イ)+(エ)

一戸て住宅の合は
(ア)+(エ)

(a)の区分による

金額+453,000

7

合

合



r

(エ)非住宅建築物の全体

の場合

300 以内

(「6)

300 超

2,000 以内

2,000 超
5,000 以内

10,000

30,000

5,000 超
10,000 以内

278,000

外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については

126,000

※変更認定申請の手数料の区分における面積は、計画変更に係る面積の.2分の1の面積により

求める。

92,000

10,000 超
25,000以内

444,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
208,000

中

147,000

632,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
324,000

25,000 超

3 施行期日

公布の日

185,000

フ75,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
416,000

232,000

913,000

外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)tこついては
497,000

1,042,000
外皮性能の基準を
適用しないもの

(工場等)については
579,000

、

8
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4 条例新旧対照表

長崎市手数料条例(平成12年長崎市条例第6号)の一部を改正する条例

0長崎市手数料条例

(趣旨)

第1条略

(手数料の種類及び額)

第2条手数料(玖項に規定するものを除く。)は、別表第1のとおりとする6

2略

別表第一

改正後

手数料の

種類

(211)

低炭素建

築物新築

等計画の

認定申請

手数料

区分

ア都

市の低

炭素化

の促進

に関す

る法律

(平成

24年

法律平

成第8

(ア)ー

戸建て

住宅(

住宅以

外の用

途に供

するも

のを含

む。以

下伺じ

単位

a 建築物

のエネ

ノレギ^

消費性

能の向

上に関

する法

律(平

成27

年法律

0長崎市手数料条例

金額

(趣旨)

第1条略

(手数料の種類及ぴ額)

第2条手数料(炊項に規定するものを除く。)は、別表第1のとおりとする。

2略

1件

手数料の対象

事務の根拠と

なる法令等

3 万 9,000

別表第一

低炭素化促進

法第53条第

1項

手数料の種

類

改正前

(211)

低炭素建築

物新築等計

画の三忍定申

請手数料

'

区分

J▲

ア都

市の低

炭素化

の促進

に関す

る法律

(平成

24年

法律平

成第8

(ア)

戸建て

住宅(

住宅以

外の用

途に供

寸るも

のを含

む。以

下同じ

単位

a 建築物

のエネ

ノレギー

消費性

能の向

上に関

する法

律(平

成27

年法律

9・

金額

1件

手数料の対象

事務の根拠と

なる法令等

3 万 9,000 低炭素化促進

法第53条第

1項

.



4方。

以下「

低炭素

化促進

!却と

、、う。

)第5

4条第

2項に

規定す

る申出

がない

士目ム

。)の

住宅の

みの場

合(た

だし、

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

する、ー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の申請

を併せ

て行う

場合に

あって

は、(

ウ)の

規定に

よる。)

築物省

、エネ法

という

。)第

15 条

第1項

に規定

する登

録建築

物エネ

ノレギー

消費性

能判定

機関、

品確法

第5条

第1項

に規定

する登

録住宅

性能評

価機関

^

4,ゴ'。

以下「

低炭素

化促進

法」と

U、う。

)第5

4条第

2項に

規定す

る申出

がない

場合

。)の

住宅の

みの場

合(た

だし、

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

α)'1申昔青

を併せ

て1テう

輪口に

あって

は、(

王Lの

規定に

よる。

'寺、

第5 3

号。以

下「建

築物省

エネ法

とV、う

。)第

15条

第1項

に規定

する登

録建築

物エネ

ルギー

消費性

能判定

機関、

品確法

第5条

第1項

に規定

する登

録住宅

性能評

価機関

10 '

3
 
以
建「

5

0

第
号
下



又は建

築基準

法第7

7条の

2 1第

1項に

規定す

る指定

確認、検

査機関

が当該

計画が

低炭素

化促進

法第5

4条第

1項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いるこ

とを証

する書

類(以

下この

又は建

築基準

法第7

7条の

確認検

査機関

が当該

計画が

低炭素

化促進

法第 5

4 条第

1 項各

号に掲

げる基

準に適

合して

いるこ

とを証

する書

類(以

下この

d

11
1

ノ
,

e

第
・
に
す
定

1
項
定
指

2
 
1
 
規
る



号及び・

歌号に

おいて

「適合

も、う。)

の提出

がない

場合

b 適合証

の提出

がある

t牙口

'(削る)

1件 臥 000

号及び

炊号に

おいて

「適合

証」と

いう。)

の提出

がない

場合

广

J

b 適合証

の提出

がある

場合

(イ)

共同住

宅等又

は共同

住宅等

と住宅

以外の

用途に

供する

部分を

有する

建築物

1件

a 適合証

の提出

がない

場合は、

当該申

請に係

る住戸

の数の

合計に

応じ、

次に掲

げる区

12

5,000

ノ

、

(ケ、

と」
一
三



(削励 (以下

「複合

建築物

」とい

う。)の

住戸の

みの場

合(た

だし、

共同住

宅等の

住棟の

全体又

は複合

建築物

の全体

の申請

を併せ

て1テう

易五口に

あ0て

は、(

ウ)又

は(エ

)の規

定によ

分

(日) 1戸

の場合

(b) 1戸

を超え

5戸以

下の場

1件

1件

3 万 9,000

/,、
口

佃 5戸

を超え

10戸

以下の

場合

(d) 10

戸を超

え25

戸以下

の場合

(e) 2 5

戸を超

え50

戸以下

の場合

田 50

戸を超

え 10

7 万 9,000

^

1件 11 万 2,000

1件

13

15 万 7,000

1件 22 万 6,000

1件 32 万 5,000

ノ
ノ

e



」ノ (削る) る。) 0戸以

下の場

/、.
仁1

(今) 1 0

0 戸・を

超・え 2

0 0 戸

以下の

堺i合

(h) 20

0戸を

超え3

00戸

以下の

場合

(D 30

0戸を

超える

場合

1件

"¥

、

.ノ

44万

1件 57 万 7,000

14 ・

1件

b 適合証

の提出

がある

場合

は、当

該申請

に係る

67 万 7,000

^

、



(削る) 住戸の

数の合

計に応

じ、炊

に掲げ

る区分

(a) 1戸

の場合

(b) 1戸

を超え

5戸以

下の場

1件

^"

1件

合

゛

ω 5戸

を超え

10戸

以下の

場合

(d) 10 戸

を超え

2 5 戸

以下の

場合

(e) 25

戸を超

え50

5,000

1万

1件

15

1万 8,000

1件 3万

1件 5 万 1,000



嫡"る)

ノ

(イ)

戸以下

の場合

(D 50

戸を超

え 10

0戸以

(日)当咳共

回佳室笠

1件

(宮) 1 0

0戸を

超え2

0 0戸

以下の

場合

(h) 20

0戸を

超え3

0 0 戸

以下の

場合

(D 30

0を超

える場

9 万2,000

1件 14 万 7,000

16 ・

1件 18 万 5,000

J

【立2共

同住宅

1件

a 1商1合'言正

の提出

19 万 8,000

^

ー.、

場の下
合

合

旦
適



共同住

宅等の

住棟全

体の場

口 の#用部

分の肝

面荷の

(以rl "

下、の号

1、おいて

の

当該共同住宅

等の住戸の数

の合計に応じ、

(イ) a に掲げ

る区分による

金額(以下この

号において

「(イ) a の規

定による金額」

という。)に 12

万 6,000円を

加算した金額

がない

場合は

、当該

共同住

宅等の

共用部

分の床

面積の

合計に

応じ、

次に掲

げる区

分

(a) 30

0平方

メート

ル以内

の場合

レ、

「共用部

拶

分床而

積」、、

'),)か

300平

方メート

合

ル以内の

場合は

山該共、

詞住宅等

の住の

数の合,1

(以T-

の号及ひ

玖号{お

いて

共同住宅

等侘戸数

1 とし、う

。){一応

等の住

棟全体

の場合

合

提
出
が
な



じ、次に

掲げる区

1戸σ)

堺J合

1件

1戸を

超え5戸

以下の場

16 万 5,000

H牛 20 万 5,000

5戸を超

え10戸

」」生

以下の場

10戸を

超え25

戸以下の

担ム'塑g_

V

25Pを

23 万 8 000

1件

35 万 2,000

28 万 3,000

超え 5 0

戸以下の

場△

」丘

全
 
1
一

Ⅱ
一

宣
皿

全
Ⅳ
一



50戸を

超え 10

0戸以下

1件

の場合

45 万 1 000

1 00 井1

を超え 2

0 O F,以

」」生

下の場合

56 万 6,000

2 00

た超え3

0 0 戸以

」丘

下の

70 万 3,000

3 0 0

を超える

場ム

(b)共用部

分床而

積が30

0平方

メートル

1件 80 万 3,000

を超え

共同主ウ等住

戸数に応じ、

(イ) a (a)に掲

げる区分によ

る余額(以下

この号・におい

(b) 30

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

1件 (イ) a の規定

による金額に

20 万 8,000円

を加算した金

額

Ⅵ
一

四

皿

口場
窒



00

平方メ

トル以

(C) 2,0

00平

方メー

トルを

超え5,

0 0 0

平方メ

トノし

以内の

場合

内の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

じ、(イ) a

(a)に掲げ

る区分

(C)共用

部分床面

て「(イ)3 (a)

の規定による

金額」とい

う。)に 8 万

2,000円を加算

した金額

積が2.

000平

方メート

ルを超え

5 00,

0平方メ

トノレ以

内の場合

は、共伺

住宅等住

戸数に応

じ、(a

(a)に掲げ

る区分

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ) a (且)の

定による金

額に 19 万8,0

00円を加し

左全麺

1件 (イ) a の規定

による金額に

32 万 4,000円

を加算した金

額

方メー

トノレ以

内の場

^
口

2
0



(d)共用部

分床面柑

か 5 0

0 0 平方

メトノレ

を超え_1

共同侘宅等主

戸数に応じ、

(イ) a (a の

規定による金

額に29万円を

万平方メ

トル以

内の場合

は、北同

住宅等住

戸数1一応

加算した金額

(イ)a

(a)に掲げ

亙区金

(e)共用部

分床面積

か 1 万二P

方メト

ノレを1墨え

2 万 5

000干

方メート

ル以内の

共岡住宅等主

戸数に応じ、

(イ)且(幻の

規定による金

額に 37 万 1,0

00円加算し

(d) 5,0

00平

方メー

トルを

超え 1

万平方

メート

ル以内

の場合

場合は、

共伺住宅

1件 (イ)aの規定

による金額に

41 万 6,000円

を加算した金

額

(e) 1万

平方メ

^トノレ

を超え

2万5,

000

平方メ

トノレ

以内の

士励ム

1件 (イ) aの規定

による金額に

49 万 7,000円

を加した金

額



等住戸数

に応じ、(

イ) a (且)

に掲げる

区金

御共用部

分床面積

が 2 万

心、
口

00

平方メ

トルを

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ) a (a)の

規定による金

額に45 万 3 0

00円を加算し

た金額超える場

合は、共

同住宅等

住戸数に

応じ、(イ)

a(a)に掲

げる区分

田 2万

5,00

0平方

メート

ルを超

える場

1件 (イ) aの規定

1、よる金額に

57 万 9,000円

を加算した金

額
5
0



W共用

部分床而

箱が30

0平方メ

ル以内

の場

は、共同

仲宅等住

戸数に応

し、次に

掲げる区

分

Ijコの場

1戸を超

え5戸以

下の場合

1 万 5,000

5戸

を超え 1

0戸以下

の場合

b 適合証

の提出

がある

場合は

当該、

共同住

宅等の

共用部

分の床

面積の

A斗に

応じ、

掲げる

区分

(a) 30

0平方

メート

ル以内

の場合

1件

2万

10戸を

2 万 8,000

当該共同住宅

等の住戸数の

合計に応じ、(

イ)bに掲げる

区分による金

額(以下この号

において「

(イ) b の規定

による金額」と

いう。)に 1万

円を加算した

金額

」丘 4万

適
食
延
の
一
握
出
か
一
あ
一
五
握
金

b
-

合

山
●金

旦

皿

Ⅳ
一



超え 2 5

戸以下の

場合

V

25戸を

超え 5 0

jコ以下の

場合

1件

50戸を

超え 0

0戸以下

の場合

6 万 1,000

」豊 10 万 2,000

100戸

を超え2

0

以下の場

OP

1件 15 万 7,000

を超え3

0 OF以

下の場

1件 19 万 5,000

Ⅵ
一

Ⅶ
一

戸00

宣
Ⅷ
一
 
2

金



300戸

を超える

1件

(b)共用部

分床面積

が300

20 万 8,000

平方メ

1 ノレを

超え 2,

000平

方メト

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)b (a)に掲

げる区分によ

る金額(以下

この号に船い

て「(イ)b (a)の

規定による金

額」という。)

に 2_冱巴を加

算した金額

ル以内の

場合は、

共同住宅

等住戸数

{一応し

、(イ)b (a)

に掲げる

区分

佃共用部

分床面積

か 2 0,

00平方

場合

メ

を超え

伺住宅等住戸

数に応じ、

(イ)b (日)の規

定による金額

に 8 万 2,000

⑤ 30

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

方メー

トル以

内の場

トル

1件 (イ)bの規定

による金額に

3 万円を加算

した金額

^
口

(C) 2,0

00平

方メー

トルを

超え5,

0 00

1件 (イ)b の規定

による金額に

9万2,000円を

加算した金額

Ⅸ
一



5、00

0平方メ

ートル以

内の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

じ、(イ)b

(a)に掲

げる区分

(d)共用部

分床面梢

が5.0

00平方

メトル

円を加算した

金額

(イ)b の規定に

よる金額に 14

万 7,000円を

加算した金額

を超え 1

万平方メ

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)b (a)の規

定による金額

に 13 万 7、000

円を加算した

金額

トル以

内の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

じ、(イ)b

(a)に掲げ

亙区含

平方メ

^トノレ

以内の

場・合

(d) 5,0

00平

方メー

トルを

超え 1

万平方

メート

ル以内

の場合

1件



甸共用部

分床面秘

が 1万平

方メト

ルを超え

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)b (a)の規

定による金額

に 17 万 5.000

円を加算した

金額

万5 ,

0 0 平

方メ

1件

ル以内の

場合は、

共伺住宅

等住戸数

1-'L、し

(イ)b (a

){一掲げ

る恢分

佃共用部

分床面械

が 2 万

ト

5.00

0平方メ

トルを

超える場

園は、共

同住宅等

イ戸数に

(イ) b の規定

による金額に

23 万 2,000円

を加した金

額

共同住宅等住

戸数に応じ、

(イ)b (a)の規

定による金額

に 22 万 2000

(e) 1万

平方メ

^トル

を超え

2万5,

0 00

平方メ

^トノレ

以内の

場合

1件

里を加算した

金額

(イ) b の規定

による金額に

18 万 5000

を加算した金

額

(D 2万

5,0

0 0平

方メー

トルを

超える

場合

2
 
0



応じ、

(イ)b (a

)に掲げ

'立2

共同住

宅等と

佳宝旦

外の用

途に供

「、る部

分を有

ナる建

築物

(以 F

'枢金

建築物

」とし、

う、)

又は住

宅以外

の用途

に供す

壁劃塗

空直工

る一戸

(エ)複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

全体の

場合

る区分

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

(ウ)に掲げる

区分による金

額(住宅以外の

用途に供する

部分を有する

一戸建て住宅

の揚合にあっ

ては、(ア)に掲

げる区分によ

る金額に、複合

建築物又はー

戸建て住宅の

住宅以外の用

途に供する部

分を 1棟の建

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

に掲げる

区分による金

額(住宅以外

の用途に供す

る部分を有す

る一戸建て住

宅の場合にあ

うては、(ア)に

掲げる区分に

よる金額)に、

複合建築物又

は一戸建て住

宅の住宅以外

の用途に供す

る部分を1棟



竺工佳

宅の建

築物の

全体の

場合

築物とみなし

て適用する(オ

)に掲げる区分

による金額を

加算した金額

住2丘

工里逃

分を有

し九い

磐笙セ

(以下

_韮旦

茎竺箆

蚫ι'.

a i商f}';正

の提出

がない

場合は

、 1棟

の建築

物の床

面積の

合計に

応じ、

次に掲

げる区

分

(a) 30

0平方

メート

ル以内

の場合

の建築物とみ

なして適用す

るに掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

1件

1棟の建

築物の床

面積の合

27 万 8,000円

(ただし、低

炭素化促進法

第54条第1

項第1号に規

定する国士交

通大臣が定め

計に応じ

次1 掲

げ7区分

、つ。

の全体

の場口

(a) 300

平方メ

^トノレ

以内の

場合

1件 27 万 8,000円

(ただし、低

炭素化促進法

第54条第1

項第1号に規

定する国士交

通大臣が定め

【す1住

宅の部

分を有

しない

建築物

(以下

「非住

宅建築

物」と

し、う。)

の全体

の場合

旦
迺
金
証
一
の
一
握
豐
が
一
な
一
い
一
塑
宣



る基準により

、外壁、窓等

を通しての熱

の損失の防止

に関する基準

が適用されな

い非住宅建築

物(以下「外

皮性能の基準

を適用しない

もの」という。

)にあっては、

12 万 6,000

円)

44 万 4,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 20 万8,00

0円)

ノ

b) 3 0 0

平方メ

トノレ

を超え

2,00

0平方

メー'ト

ル以内

の場合

1件

L

る基推により

、外壁、窓等

を通しての熱

の損失の防止

に関する基準

が適用されな

い非住宅建築

物(以下「外皮

性能の基準を

適用しない

もの」という。

)にあつてはし

12 万 6,000

円)

"万4,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 20 万 8,00

0円)

1

(b) 30

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

方メー

トル以

内の場

30 ・

1件

合

、

^



゛

(C) 2,0

00平方

メートノレ

を超え5,

000平

方メート

ル以内の

場合

1件 63 万 2,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあ0て

は、 32 万 4,0

00円)

(d) 5 0,

0 0 平

方メ ^

トノレを

超え 1

万平方

メート

ル以内

の場合

(e) 1万

平方メ

ートノレ

を超え

2万5,

000

平方メ

1件

91 万 3,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、四万 7,0

00円)

フ7 万 5,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 41 万 6,0

0σ円)

(C) 2,0

0 0平

方メ

トルを

超え5,

0 0 0

平方メ

トノレ^

以内の

場合

(田 5,0

00平

方メー

トルを

超え1

万平方

メート

ル以内

の場合

甸 1 万

平方メ

トノレ

を超え

2万5,

0 0 0

平方メ

1件 91 万 3,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 49 万 7,0

00円)

1件 63 万 2,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、噐万 4,0

00円)

1件

^

゛

1件 フ7 万 5,000円

(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 41 万 6,0

00円)

31



トノレ

以内の

場合

田2万5,

000

平方メ

^トノレ

を超え

る場合

104 万 2,000

円(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 57 万 9,0

00円)

1件 104 万 2,000

円(ただし、外

皮性能の基準

を適用しない

ものにあって

は、 57 万 9,0

00円)

1棟の建

築物の床

面積1一応

じ、炊に

掲げる区

全

トノレ

以内の

場合

御2万5

0 0 0

平方メ

ト

ルを超

える場

^
口

(a) 30

0平方

メート

1件

1件

b 適合証

の提出

がある

場合は

1棟、

の建築

物の床

面積の

合計に

応じ、

次に掲

げる区

分

(a) 30

0平方

メート

適
食
証
の
一
握
出
か
あ
一
る
場
合



ル以内

の場合

(b) 30

0 平方

メ、ート

ルを超

え2,0

0 0 平

方メ

トル以

内の場

、

1件 3万

9 万2,000

心、
口

(C) 2 -0,

0 0 平

方メー

トルを

超え5,

0 0 0

平方メ

トノレ

以内の

場合

(d) 5,0

0 0 平

方メ

トノレを

1件

i

9 万 2,000

1件

ル以内

の場合

(b) 3 0

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

方メー

トノレ以

内の場

1件

1件

H 万 7,000

3万

'

合

(C) 2,0

00平

方メー

トルを

超え 5

000

平方メ

^トノレ

以内の

場合

(田 5,0

00平

方メー

トノレを

^

14 万 7,000

1件

33



超え 1

万平方

トメ

ル以内

の場合

甸 1万

平方メ

トル

を超え

2万5,

0 0 0

平方メ

トノレ

以内の

場合

① 2万5,

000平

カメ

トルを超

える場合

キ

1件 18 万 5,000

イ低

炭素化

促進法

第54

条第2

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

みの場

1件 23 万 2,000

超え1

万平方

メート

ル以内

の場合

(e) 1万

平方メ

トノレ

を超え

2万5,

0 00

平方メ

^トノレ

以内の

場口

田 2 万

5,000

平方メ'ー

トルを超

える場合

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

1件 18 万 5,000

イ低

炭素化

促進法

第 5 4

条第 2

34 ・

1件

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

みの場

23 万 2,000

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

,



項に規

定する

申出が

あった

場合

合(た

だし、

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の申請

を併せ

て行う

場合に

あって

は、(ウ

Σの規

定によ

る。)

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ア)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

る一戸

項に規

定する

申出が

あった

場△

(削る)

だし、

住宅以

外の用

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ア)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額建て住

宅の建

築物の

合にあ

つては

(エ)の

規定に

よる。)

^

35 ・

(イ)共

同住宅

等叉は

複合建

築物の

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

ナ(合

す
分
す

供
部
有

こ
る
を

1

の
を
て
場

体
請
せ
う

全
申
併
行



(削る)

(イ)共

同住宅

等の住

棟全体

の場合

住戸の

みの場

合(ただ

し、共

同住宅

等の住

棟の全

体又は

複合建

築物の

全体の

申請を

併せて

行う場

合にあ

つては

、(ウ)

又は(エ

)の規定

による。

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(イ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

・ 36 ・

豊L共

同住宅

等の住

棟全体

の場合

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

,

、

、
、



あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(イ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

(ウ)複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の場合

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ウ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

(エ)非

住宅建

築物の

1件

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア【立2 に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

(エ)複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の場合

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

.

1件

゛

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(エ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

・ 37 ・

(オ)非

住宅建

築物の

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

1件



全体の

場合

(212)

低炭素建築

物新築等計

画の変更認

定申請手数

料

ア低

炭素化

促進法

第54

条第 2

項に規

定する

申出が

ない場

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(エ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

みの場

/》、 (た口

だし、

住宅以

外の用

a 適合証の提

出がない場

低炭素化促進

法第55条第

2項において

準用する同法

第53条第1

項

b 適合証の提

出がある場

1件 円

1 万 9,500

1件

全体の

場合

低炭素化

促進法第

55条第

1項

2,500

(212)

低炭素建

築物新築

等計画の

変更認定

申請手数

料

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(オ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

ア低

炭素化

促進法

第54

条第2

項に規

定する

申出が

ない場

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

みの場

^ (た口

だし、

住宅以

外の用

a i商虐卜冒正

の提出

がない

場合

b 適合証

の提出

がある

場合

2,500

1件 円

1 万 9,500

1件

合

合



途に供

する部

分を有

,、るー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の申請

を併せ

てイテう

場合に

あって

は、【立

Σの規

定によ

る。)

(削る)

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の申請

を併せ

て行う

場合に

あって

は、(エ

)の規

定によ

る。)

^
゛

ι

'

゛

(イ)共

同住宅

等又は

複合建

築物の

住戸の

みの場

合(た

だし、

39 ・

a 適合証

の提出

がない

場合は

当該、

申請に

係る住

戸の数

の合計

合合



(削る) 共同住

宅等の

住棟の

全体又

は複合

建築物

の全体

の申請

を併せ

て行う

場合ιこ

あって

は、(ウ

)又は

(エ)の

規定に

よる。

に応じ

、炊に

掲げる

区分

(且) 1戸

の場合

(b) 1戸

を超え

5戸以

下の場

1件

1件

1 万 9,500

/、、
口

ω 5 戸

を超え

10戸

以下の

場合

(d) 10

戸を超

え25

戸以下

の場合

(e) 2 5

戸を超

え50

戸以下

の場合

3 万 9,500

1件

40

5 万 6,000

1件

、

、

、

7 万8,500

1件 11 万 3,000

,

、



(削る) ω 50

戸を超

え 10

0戸以

下の場

1件

X、、
rコ

(g) 1 0

0戸を

超え2

00戸

以下の

場合

(h) 2 0

0戸を

超え3

O ofl

以下の

士日A

(D 30

0戸を

超える

場合

16 万 2,500

1件

'

,J

,

22万

1件

41

28 万 8,500

1件

b 適合証

の提出

がある

場合は

33 万 8,500

'



(削る) 当ヨ亥、

申請部

分に係

る住戸

の数の

A斗に

応じ、

次に掲

げる区

分

(幻 1戸

の場合

(b) 1戸

戸を超

え5戸

以下の

場A

ω 5戸

を超え

10戸

以下の

場合

(d) 1 0

戸を超

え25

戸以下

J

1件

1件

42 ・

2,500

5,000

1・件 9,000

1件 1万 5,000

.

、

^

.、



(削る) の場合

(e) 2 5

戸を超

え50

戸以下

の場合

(D 50

戸を超

元 1 0

0戸以

下の場

1件 2 万 5,500

9 万 9,000

1件

^
ず

゛

,Z、、
に1

(ω 10

0戸を

超え2

00戸

以下の

ナ目ム

(h) 20

0戸を

超え3

00戸

以下の

場合

(i) 3 0

0戸を

4 万 6,000

゛

,

1件

43

7 万 3,500

1件 9 万 2,500

.

1件



(イ)共

同住宅

等の住

棟全体

の場合

(a)当該

共同住宅

等の共用

a i商合'局正

の提出

がない

場合は

当該共

同住宅

等の共

用部分

の計画

変更に

係る床

面積の

1合・言十d)

2分の

1の面

積(床

面積が

増加す

る場合

にあっ

ては、

これに

当該増

部分の計

画変更に

係る床面

粕の合計

の2分の

1の面積

(床面粕

が増加t

る場合に

あ 0 て

し、

は、これ

に当該増

加する床

面積を加

算した面

積)(以

下この号

において

S立2共

同住宅

等の住

棟全体

の場合

超える

場合

「共用部

分変更床

旦
適
金
証
の
一
握
世
が
空

場
合



面糟 1

とレ、つ。

が 3 0

0 平方メ

トル以

内の場合

は、共同

住宅等住

P数に応

し、炊に

掲げる区

1戸の場

I Pを超

え 5 戸以

下の場合

Ⅲ

5 を超

14 万 5,500

16 万 5.500

え10戸

以下の場

加する

床面積

を加算

した面

積)に

応じ、

炊に掲

げる区

分(た

だし、

住戸部

分のみ

の計画

変更に

係る場

合にあ

つては

、その

住戸の

数の合

計の区

分に応

じて(

イ)日の

規定に

よる。

1件 18 万 2000

1 0 戸を

」丘 20 万 4.500

止
"

全
 
1
一

旦
旦

旦
Ⅳ
一



超え 2 5

戸以下の

場・合

V

25戸を

超え 5 0

46 万 4.500

戸以下の

」性 23 万 9.000

5 0 j=を

超え 1 0

0戸以下

1件

の場合

28 万 8.500

1 0 O Jコ

を超え2

0 0 戸以

1件

下の場合

Ⅷ

2 0 0 戸

34 万 6,000

を超え 3

0 0 戸P

下の場合

1件

(a) 30

0平方

メート

ル以内

の場合

41 万 4.500

3 0 0 戸

を超える

1件

」土主

当該共同住宅

等の計画変更

に係る住戸の

数の合計に応

じ、(イ)a に掲

げる区分によ

る金額(以下

この号におい

て「(イ)a の規

定による金額

」という)に

12 万 6,000円

を加算した金

額

合場
Ⅵ
一

Ⅶ
一

Ⅸ
一



場合

(b)共用

部分変更

床面積か

300平

方メート

ルを超え

共恂主宅等上

に广し

(イ)a(a)1一掲

げる区ノ 1一よ

る金額(以下

2,000

平方メ

トル以内

の場

は、此同

この号1一おい

住宅等住

戸数に応

し(イ、

a(a) 1一掲

げる区分

佃共用

部分変重

庁面積か

2,000

平方メ

トルを超

え5.00

0平方メ

トノレ以

て(イ a(a)

の規定ι、よる

金額1 いっ,

{-8 200

0円を加し

た金額

(C) 2,0

00平

方メー

トノレを

超え5,

000

平方メ

トノレ

以内の

1件共同主宅〒主

戸数に応じ、

(イ a(日)の

定による令

に 19 万 000

円を加した

⑤ 30

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

方メー

トノレ以

内の場

(イ)日の金額

による金額に

32 万 4,000円

を加した金

額

1件 (イ)aの規定

による金額に

20 万 8,000円

を加算した金

額

合合

声
一



内の場合

は、共伺

住宅等住

戸数に応

じ、(イ)

a(a)に掲

げる区分

(d)共

用部分変

更床面積

が 5 0

0 0 平力

メートノレ

1件共同主宅等

戸数に応じ

(イ) a(a)の

定による金額

に29万円を加

(イ)aの規定

による金額に

41 万 6,000円

を加算した金

額

を超え 1

万平方メ

トル以

内の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

(e) 1万

平方メ

^トノレ

1件

算した金額

じ、(イ)

a(a)に掲

げる区分

場合

甸共用

部分変更

床面積が

(イ) aの規定

による金額に

49 万 7,000円

共同主宅等主

戸数に感じ、

(イ) a(a)の規

(d) 5,0

00平

方メー

トノレを

超え 1

万平方

メート

ル以内

場の
合



1万平方

メートノレ

を超え2

万5,00

0平方メ

定による金額

に 37 万 1.000

円を加算した

トル以

内の場合

け、共

伺住宅等

金額

住数に

応じ、

(イ) a(a)

{'掲げる

区分

田共用

部分変更

床面積か

52

000平

を加算した金

額

方メ

共同住宅等主

戸数に応じ、

(イ) a(a)の

定にょ金額

に4 3000

円を加した

金額

(D 2万

5,00

0平方

メート

ルを超

える場

ルを超え
メら、
口

ト

場

共同

を超え

2万5,

000

平方メ

トノし

以内の

場合

住宅等住

戸数{ー 」し、

じ、(イ)

、

1件 (イ) a の規定

による金額に

57 万 9,000円

を加算した金

額

合る
ー



a(且)に掲

げる区分

(a)共

用部分変

更床面積

が300

2 万 5、000

平方メー

トル以内

の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

し炊に

掲げる信

分

の場合

Ⅱ 1/=

^

1戸

を超え5

1件

戸以下の

場合

Ⅲ 5戸

」丘

1 万 2,500

を超え 1

0戸以下

1 万 5.000

b 適合証

の提出

がある

場合は

当該

共同住

宅等の

共用部

分の計

画変更

に係る

床面積

の合計

の2分

の1の

面積(

床面積

が増加

する場

合にあ

つては

これ、

に当該

増加す

の場合

Ⅳ 10

」丘 1 万 9,000

1件

b
-

適
宣
証
の
握
出
が
一
島
一
亙
握
食



戸を超え

2 5 戸W

下0 場合

V 25

戸を超え

5 0 戸以

下の場合

10 万 9.000

1件

Ⅵ

戸キ超χ

1 0 0

50

3 万 5,500

以下の場

」丘

O F1え,超

5 万 6.000

10

え200

一以下の

場△

Ⅷ 20

0 戸を超

え300

以下の

塑食

Ⅸ 30

」"

掲げる

区分(

ただし

、住戸

部分の

みの計

画変更

に係る

場合は

その、

住戸の

数の合

計の区

分に応

じて(

イ) b

に規定

tる金

額とす

る。)

8 万 3、500

」上を

る床面

積を加

算した

面積)

に応じ

10 万 2500

0戸を超

える場

1件

こ炊、

全
Ⅶ

金



(b)共用

部分変更

床面領が

300平

方メート

ルを超え

2、000

平方メー

トル以内

の場合

共同住宅等住

戸数に応じ、(

イ) b(a)に掲

げる区ノによ

る金額(以下

この口1こおい

て「(イ) b(a)

の規定による

(且) 30

0平方

メート

ル以内

の場合

は、共同

住宅等住

戸数に応

1件

金額j という

)に2 万円

加算した金額

当該共同住宅

等の計画変更

に係る住戸の

数の合計に応

じ、(イ)b に掲

げる区分によ

る金額(以下こ

の号において

「(イ) b の規

定による金額」

という。)

に 1 万円を加

算した金額

(イ) bの規定

による金額に

3 万円を加算

した金額

(b) 30

0平方

メート

ルを超

え2,0

00平

方メー

トル以

内の場

1件

^
口



し(イ)、

b(a)に掲

ける区分

(イ)b の規定

による金額に

9 万 2,000円

を加算した金

額

ω共用

部分変更

床面積が

2、000

平方メ

トルを超

5.00

00平方

(イ) b の規定

による金額に

14 万 7,000円

を加算した金

額

共同主宅等侘

戸数に応じ、(

イ)b(a)の定

による金額に

メ

以内の場

8 万 2、000円

を加算した金

トノレ

旦」空

共同

侘宅等住

戸数1一応

じ、(イ)、

b(a){、掲

ける区分

(d)共用

部分変更

床面積か

5 _ 000

平方メー

トルを超

(d) 5,0

00平

方メー

トルを

超え1

万平方

1件

(C) 2,0

0 0 平

方メー

トルを

超え5,

000

平方メ

トノレ

以内の

場合

共伺主宅等主

戸数に応じ、(

イ)b(a)の規定

1件

による金額に

13 万 7,000円

を加'した金

麺



え1万平

方メート

ル以内の

場合は

共同住

宅等住戸

数に応

じ、(イ)

b(a)に掲

げる区分

甸共用

部分変更

床面槌が

1万平方

(イ)bの規定

による金額に

18 万 5,000円

を加算した金

額メ

を1畳え.2

万5、00

0 0 平方

メートノレ

共伺住宅等住

戸'に応じ(

イ)b(a)の定

による金額に

17 万 5.000円

を加算した金

トノレ

以内の場

合は、共

同住宅等

住戸数に

応じ、(イ

)b(a)に掲

げる区分

メート

ル以内

の場合

甸 1万

平方メ

^トノレ

を超え

2万5,

000

平方メ

トル

以内の

場合

1件

墾

堕



御共用

部,変更

床面秘が

2万5.0

0 0 平力

メートノレ

心、
口

共同住宅等イ

戸数1一応じ

(イ) b(日)d 規

定{、よる金額

1 22 万 2.000

円を加六

金額を超える

場合は、

共同住宅

等住戸数

{一応し、

(イ) b(a)

1、掲げる

区分

壁墜

金望塗

物又は

住室塾

外の用

途に供

住1複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

する

戸建て

の住宅

の建築

1件

る

戸建て

佳工里

建筆包

四全住

の場合

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

(ウXこ掲げる

区分による金

額(住宅以外

の用途に供す

る部分を有す

複合建築物に

おける共同住

宅等の部分の

共用部分を共

同住宅等の共

用部分とみな

して適用する

(イ)に掲げる

区分による金

額(住宅以外

の用途に供す

る部分を有す

(0 2万

5,00

0平方

メート

ルを超

える場

1件 (イ)bの規定

による金額に

23 万 2,000円

を加した金

額



る一戸建て住

宅の場合にあ

つては、(ア)

に掲げる区分

による金額)

に、複合建築

物又は一戸建

て住宅の住宅

以外の用途に

供する部分を

1棟の建築物

とみなして適

用する'王Lに

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額

(エ)非

住宅建

築物の

全体の

易が口

物全体

の場合

1件 1棟の建築物

(複合建築物

の場合は共用

部分を除く非

住宅部分)の

計画変更に係

る部分の床面

積の2分の1

の面積(床面

積が増加する

る一戸建て住

宅の場合にあ

つては、(ア)

に掲げる区分

による金額)

に、複合建築物

又は一戸建て

住宅の住宅以

外の用途に供

する部分を1

棟の建築物と

みなして適用

する'竺Lに

掲げる区分に

よる金額を加

算した金額

(オ)非

住宅建

築物の

全体の

あザロ

56 ・

1件 1棟の建築物

(複合建築物

の場合は共用

部分を除く非

住宅部分)の

計画変更,に係

る部分の床面

積の2分の1

の面積(床面

積が増加する

.

喝、

、,

、
、

^



イ低炭

素化促

進法第

5 4 条

第 2項

に規定

する申

出があ

つえ二^

場合にあって

は、これに当

該増加する部

分の床面積を

加算した面

積)について、

前号ア(エ)に

掲げる区分に

応じた金額

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

だし、

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ア)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

イ低炭

素化促

進法第

5 4 条

第 2項

に規定

する申

出があ

つた場

場合にあって

は、これに当

該増加する部

分の床面積を

加算した面積)

につて、則号ア

(オ)に掲げる

区分に応じた

金額

(ア)ー

戸建て

住宅の

住宅の

みの場

合(た

だし、

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

毛

゛ー
'

'

J

1件

,

^

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あ0ては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ア)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

57 ・

合

場
た(

のみ
合

合



の申請

を併せ

て行う

場合に

あって

】の規

定によ

る。)

(削る)

の申請

を併せ

て行う

場合に

あって

は、(エ

】の規

定によ

る。)

(イ)共

同住宅

等又は

複合建

築物の

住戸の

みの場

合(た

だし、

共同住

宅等の

住棟の

全体又

は複合

建築物

の全体

の申詰

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア(ウ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

58 ・

0

、

、

'
、

、

丘よ
、



(削る)

(イ)共

同主宅

等の主

挫全佳

0)場合

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あうては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

ア【丑に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あうては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

アに掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

を併せ

て行う

場合に

あって

は、(ウ

)又は

(エ)の

規定に

よる。)

(ウ)共

同住宅

等の住

棟全体

の場合

(ただ

し、住

戸部分

のみの

計画変

更に係

る場合

にあ0

ては、

(イ)の

規定に

よる。



S立2複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

する部

分を有

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の場合

1件 第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あうては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)_に

アS立.1 に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

(エ)非

住宅建

築物の

全体の

場合

1件

(エ)複

合建築

物又は

住宅以

外の用

途に供

するー

戸建て

住宅の

建築物

の全体

の場合

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

1件

、

第150号に

掲げる区分に

よる金額(建

築殻備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)'に

ア(エ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

'竺L非

住宅建

築物の

全体の

ナ日△

・ 60 ・

1件 第 1.50号に

掲げる区分に

よる金額(建

築設備の設置

がある場合に

あっては、第

200号に掲

げる区分によ

る金額を加算

した金額)に

,

、

叱
ミ

、
,



ア(エ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

ア(オ)に掲げ

る区分による

金額を加算し

た金額

生

,

晶・

・ 61


